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平成30(2018)年
５月７日(月)
第2983号

平成30（2018）年５月７日　月曜日

告 示
栃木県告示第245号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

平成30（2018）年
３月１日

医療法人　櫻会　中谷医院 足利市通２丁目2646番地１
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平成29（2017）年
11月１日

いのき眼科クリニック 真岡市下高間木１-13-10

２　指定訪問看護事業者等

指定年月日

指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成30（2018）年
４月１日

一般財団法人　佐
野メディカルセン
ター

佐野市田沼町1832番
地１

訪問看護ステー
ションあその郷

佐野市田沼町1832番
地１

平成30（2018）年
４月１日

株式会社Life-Cue 下野市駅東７-７-18 ＬＣ訪問看護リハ
ビリステーション

下野市駅東３-６-９
ロコビレッジ１F
3692・3693

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第246号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第55条第１項の規
定により医療扶助又は医療支援給付のための施術を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規
定により次のとおり告示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

指定年月日
施 術 者 施 術 所

氏 名 住 所 名 称 所 在 地

平成29（2017）年
７月28日

笹金　貴之 － ささがね鍼灸整
骨院

栃木市片柳町２-13-13

平成30（2018）年
２月３日

芝崎　光久 － 芝崎整骨院 栃木市吹上町1312-２

平成30（2018）年
２月１日

谷中田　将太 栃木市宮町561-１ － －

平成30（2018）年
２月５日

島﨑　誠 － しまざき整骨院
鍼灸院

芳賀郡益子町七井中央
２-４

平成30（2018）年
２月15日

髙島　直人 － 佐藤接骨院 那須郡那珂川町健武
1277-２

平成30（2018）年
３月15日

原田　優子 足利市山川町24-10　
エルビス101

－ －

平成29（2017）年
11月21日

束原　研 小山市乙女680-３ － －
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平成30（2018）年
３月12日

生井　綾華 下野市川中子2239-２ － －

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第247号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第50条の２の規定
により指定医療機関の名称を次のとおり変更した旨の届出があったので、生活保護法第55条の３の規定により
告示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

変更年月日 名 称 所 在 地

平成30（2018）年
２月１日

こんのクリニック
（もりぐちクリニック）

足利市福居町506

平成30（2018）年
３月21日

共創未来みやまえ薬局
（みやまえ薬局）

足利市島田町822-７

平成29（2017）年
12月10日

だいなリハビリクリニック 大田原市紫塚３-2633-12
（大田原市紫塚３-2633-10）

平成29（2017）年
12月１日

ファーコス薬局すまいる
（すまいる薬局）

那須塩原市方京１-６-１

（注）表中の（　）内は変更前のもの
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第248号
　次の指定医療機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第50条の２の規定により指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第55条の
３の規定により告示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　病院、診療所又は薬局

廃止年月日 名 称 所 在 地

平成30（2018）年
２月28日

中谷医院 足利市通２丁目2646-１

平成29（2017）年
10月31日

いのき眼科クリニック 真岡市下高間木１-13-10

平成30（2018）年
３月31日

訪問看護ステーションあその郷 佐野市田沼町1832番地１

（保健福祉課）　
───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第249号
　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり地籍調査の成果を認証したの
で、同条第４項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

調査を行った者
の名称 調 査 区 域 成 果 の 名 称 認証年月日

宇都宮市 宇都宮市川田町の一部 宇都宮市川田町の一部（川田地区）の地
籍図及び地籍簿

平成30（2018）年
４月23日

下野市 下野市薬師寺、田中及び
仁良川の各一部

下野市薬師寺、田中及び仁良川の各一部
（薬師寺Ⅶ地区）の地籍図及び地籍簿

平成30（2018）年
４月23日

益子町 益子町大字山本の一部 益子町大字山本の一部（山本Ⅱ地区）の
地籍図及び地籍簿

平成30（2018）年
４月23日

那珂川町 那珂川町大内の一部 那珂川町大内の一部（大内Ⅰ地区）の地
籍図及び地籍簿

平成30（2018）年
４月23日

（農村振興課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第250号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日

宇 芳 真 土 地 改 良 区 平成30（2018）年４月13日

栃 窪 土 地 改 良 区 平成30（2018）年４月23日

（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第251号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成30（2018）年５月７日から同年６月５日まで
一般の縦覧に供する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小来川清滝線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

277
前 日光市西小来川2646-１から

日光市西小来川5309-２まで 3.9 ～ 12.4 300.0

後 日光市西小来川2646-１から
日光市西小来川5309-２まで 5.7 ～ 12.4 300.0
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Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小来川清滝線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

277
前 日光市清滝和の代町1725-１から

日光市清滝和の代町1722-２まで 8.0 ～ 44.8 175.0

後 日光市清滝和の代町1725-１から
日光市清滝和の代町1722-２まで 8.0 ～ 22.5 175.0

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第252号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成30（2018）年５月７日から同年６月５日まで
一般の縦覧に供する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

15 主 要 地 方 道
鹿 沼 足 尾 線

鹿沼市上粕尾字佐越脇562-５から
鹿沼市上粕尾字佐越脇565-２まで

平成30（2018）年
５月７日

68 主 要 地 方 道
宇 都 宮 向 田 線

芳賀郡市貝町大字見上626-２から
芳賀郡市貝町大字見上626-２まで

平成30（2018）年
５月７日

（道路保全課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第253号
　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により平成30（2018）年４月１日付けで次
のとおり県営住宅の家賃及び割増賃料並びに県営住宅敷地内の駐車場の使用料の徴収事務を委託したので、同
条第２項の規定により告示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　委託事務の内容
　栃木県県営住宅条例（平成９年栃木県条例第１号）の規定に基づく県営住宅（矢板・大田原地区及び佐
野・足利地区を除く。）の家賃及び割増賃料並びに県営住宅敷地内の駐車場の使用料の徴収事務
２　委託を受けた者の主たる事務所の所在地及び名称
⑴　主たる事務所の所在地
宇都宮市栄町１番15号

⑵　名称
栃木県住宅供給公社

３　委託期間
平成30（2018）年４月１日から平成31（2019）年３月31日まで

Ⅱ
１　委託事務の内容
　栃木県県営住宅条例の規定に基づく県営住宅（矢板・大田原地区）の家賃及び割増賃料並びに県営住宅
敷地内の駐車場の使用料の徴収事務
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２　委託を受けた者の主たる事務所の所在地及び名称
⑴　主たる事務所の所在地
那須塩原市末広町53番地

⑵　名称
県営住宅管理業務受託共同企業体（代表者とちぎ県北不動産業協同組合）

３　委託期間
平成30（2018）年４月１日から平成33（2021）年３月31日まで

（住宅課）　
───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

清 次 郎 口
用 水
土地改良区

理 事 飯島　　登 真岡市砂ヶ原805-７
平 成 30
（2018）.
３.31

〃 富永　義明 下野市上吉田357-２ 〃

〃 川島　金治 河内郡上三川町大字坂上1200 〃

〃 上野　健一 　〃　　〃　　大字三本木243 〃

〃 井澤　孝之 井澤　孝之 真岡市谷貝新田356 〃
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 上野　秀雄 上野　秀雄 　〃　　〃　　346 〃 〃

〃 井澤　佳三 井澤　佳三 　〃　　〃　　355-２ 〃 〃

〃 石𥔎　忠良 石𥔎　忠良 　〃　　〃　　372 〃 〃

〃 阿久津良雄 阿久津良雄 　〃　砂ヶ原633-４ 〃 〃

〃 石𥔎　　泉 石𥔎　　泉 　〃　　〃　146 〃 〃

〃 関亦　雅孝 関亦　雅孝 　〃　上谷貝255 〃 〃

〃 柳田　幸一 柳田　幸一 　〃　大道泉232-１ 〃 〃

〃 大足　成男 大足　成男 　〃　　〃　198 〃 〃

〃 甲田　耕治 甲田　耕治 下野市本吉田957 〃 〃

〃 塩山　操一 塩山　操一 　〃　　〃　880-２ 〃 〃

〃 野口　栄一 野口　栄一 　〃　上吉田375 〃 〃

〃 黒須　利夫 黒須　利夫 河内郡上三川町大字三本木636 〃 〃

〃 佐藤　利明 真岡市砂ヶ原934-５ 〃

〃 後藤重太郎 下野市上吉田360 〃
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理 事 舘野　　豊 河内郡上三川町大字坂上877-１
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 黒須　達見 　〃　　〃　　大字三本木196 〃

監 事 佐藤　利明 真岡市砂ヶ原934-５
平 成 30
（2018）.
３.31

〃 小倉　通保 小倉　通保 　〃　谷貝新田86-６ 〃
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 田村　　武 田村　　武 　〃　砂ヶ原151 〃 〃

〃 西田　達雄 　〃　　〃　925-３ 〃

二 宮 中 部
土地改良区 理 事 仁平　孝昭 真岡市石島910

平 成 30
（2018）.
３.31

〃 石崎　　武 　〃　〃　899 〃

〃 添野　敏郎 添野　敏郎 　〃　大根田328 〃
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 添野　久司 添野　久司 　〃　　〃　416 〃 〃

〃 佐藤　利夫 佐藤　利夫 　〃　　〃　562 〃 〃

〃 野澤　孝章 野澤　孝章 　〃　　〃　1362 〃 〃

〃 籘木　　功 籘木　　功 　〃　石島656 〃 〃

〃 野村　　秀 野村　　秀 　〃　〃　889-５ 〃 〃

〃 篠原　　宏 篠原　　宏 　〃　〃　670 〃 〃

〃 海老原宏至 海老原宏至 　〃　沖421-１ 〃 〃

〃 土井　安明 土井　安明 　〃　〃76-３ 〃 〃

〃 野中　　明 野中　　明 筑西市樋口34 〃 〃

〃 石𥔎　正文 真岡市石島613-２ 〃

〃 石𥔎　好尚 　〃　さくら２-13-２ 〃

監 事 野村　克海 　〃　石島862
平 成 30
（2018）.
３.31

〃 寉見　壽世 寉見　壽世 　〃　大根田440-２ 〃
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 荒井　勝男 荒井　勝男 筑西市樋口324-２ 〃 〃

〃 植木　利明 真岡市石島507 〃
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清 洲
土地改良区 理 事 青木　芳夫 鹿沼市久野962-１

平 成 30
（2018）.
３.31

〃 和久井保男 　〃　深程1660 〃

〃 遠藤　　正 　〃　久野568 〃

〃 田辺　　肇 　〃　〃　226 〃

〃 寺内　　茂 　〃　〃　747-８ 〃

〃 角田　昌徳 　〃　深程726 〃

〃 生出　信幸 　〃　久野1009 〃

〃 吉沢　良昭 　〃　〃　770 〃

〃 横尾　光広 　〃　〃　832-１ 〃

〃 川島　　仁 　〃　深程500 〃

〃 大森　一男 大森　一男 　〃　〃　1674-１ 〃
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 金田　昌治 金田　昌治 　〃　〃　1650 〃 〃

〃 金子　正光 金子　正光 　〃　〃　1330-３ 〃 〃

〃 堤崎　幹男 堤崎　幹男 　〃　〃　1600-１ 〃 〃

〃 関口　眞弘 　〃　久野1100-１ 〃

〃 古澤　一夫 　〃　〃　800-５ 〃

〃 寺内　武夫 　〃　〃　999-１ 〃

〃 若林　一男 　〃　深程1725 〃

〃 西田　清久 　〃　久野1267-１ 〃

〃 臼井　　章 　〃　〃　749 〃

〃 臼井　英博 　〃　〃　815-７ 〃

〃 山中　勝義 　〃　〃　649-２ 〃

〃 和久井一夫 　〃　深程650 〃

〃 杢師　昌幸 　〃　〃　1701 〃

監 事 島村　克己 　〃　〃　440-４
平 成 30
（2018）.
３.31

〃 大越　正啓 　〃　久野630-１ 〃

〃 古沢　　厚 　〃　口粟野175 〃

〃 大塚　一明 　〃　久野712-１
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 金田　　豊 　〃　深程804 〃

〃 広田　　功 　〃　口粟野310 〃
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国 府
土地改良区 理 事 天谷　和夫 栃木市田村町49-２

平 成 30
（2018）.
３.23

泉 地 区
土地改良区 理 事 荒井　　進 矢板市上伊佐野500

平 成 30
（2018）.
３.31

〃 髙野　孝司 　〃　山田598-３ 〃

〃 高野　　功 　〃　〃　1265 〃

〃 橋本　　郭 　〃　立足433 〃

〃 荒井　秀忠 荒井　秀忠 　〃　上伊佐野509-１ 〃
平 成 30
（2018）.
４.１

〃 格和　教與 格和　教與 　〃　　〃　　59 〃 〃

〃 関　　光博 関　　光博 　〃　山田1002 〃 〃

〃 和知　忠則 和知　忠則 　〃　立足288 〃 〃

〃 乙川　育夫 乙川　育夫 　〃　平野338 〃 〃

〃 佐藤　隆夫 佐藤　隆夫 　〃　〃　1002 〃 〃

〃 矢板　利一 　〃　上伊佐野450 〃

〃 髙野　　久 　〃　山田1267 〃

〃 山口　榮一 　〃　〃　1090 〃

〃 山口　政雄 　〃　立足454 〃

監 事 荒井　公男 荒井　公男 　〃　上伊佐野485-３
平 成 30
（2018）.
３.31

平 成 30
（2018）.
４.１

〃 東泉　清壽 東泉　清壽 　〃　山田100 〃 〃

〃 関谷　重久 関谷　重久 　〃　平野204 〃 〃

西 沢
土地改良区 理 事 荻原　　勝 荻原　　勝 鹿沼市西沢町790-１

平 成 30
（2018）.
４.17

平 成 30
（2018）.
４.18

〃 安生　　稔 安生　　稔 　〃　　〃　967 〃 〃

〃 石川　隆夫 石川　隆夫 　〃　　〃　1107 〃 〃

〃 小磯　　守 小磯　　守 　〃　　〃　1343　 〃 〃

〃 坂巻　任志 坂巻　任志 　〃　　〃　1354 〃 〃

〃 嶋田　和昭 嶋田　和昭 　〃　　〃　1082 〃 〃

〃 富山　忠夫 富山　忠夫 　〃　　〃　1599-３ 〃 〃

〃 廣田　充泰 廣田　充泰 　〃　　〃　1437 〃 〃

監 事 廣田　悦夫 廣田　悦夫 　〃　　〃　655 〃 〃

〃 安生　　宏 安生　　宏 　〃　　〃　882 〃 〃
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（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○基本測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から基本測量を実施
する旨通知があったので、同条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
基本測量（基本重力測量）

２　作業地域
小山市、野木町、栃木市

３　作業期間
平成30（2018）年５月１日から平成31（2019）年３月31日まで

───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成29（2017）年10月27日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、小山市長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
数値撮影（デジタルカラー撮影）

２　作業地域
小山市全域

３　作業期間
平成29（2017）年12月１日から平成30（2018）年３月16日まで

───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の終了
　平成30（2018）年２月16日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法
律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、芳賀町長から、その公共測量が終わっ
た旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（ＭＭＳ計測、数値地形図データ更新）

２　作業地域
芳賀町内町道

３　作業期間
平成30（2018）年２月１日から同年３月23日まで

（監理課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

塩谷郡高根沢町大字石末字横堀上1874番16、
1875番３
（開発行為に関する工事）
塩谷郡高根沢町大字石末字横堀上1875番３地先

塩谷郡高根沢町光陽台三丁目３番
地１カナエダハイツＣ-101

野 　 口 　 貴 　 大

芳賀郡芳賀町大字西水沼2919番２ 芳賀郡芳賀町大字西水沼224番地
８

竹 ヶ 原 　 正 　 学
竹 ヶ 原 　 美 　 紀

下野市薬師寺字漆穂1019番３ 下野市薬師寺867番地 日 向 野 　 瑞 　 季
日 向 野 　 和 　 也

下野市箕輪字舘462番２の一部、460番５の一部 日光市森友208番地１ハピナール
103号室

佐 　 藤 　 弘 　 隆

さくら市下河戸字ブウハ山39番１、39番２、39
番３、40番１、40番14、40番15、40番16、1206
番１、1206番２、1206番３、1207番１、1207
番４、2146番、2147番、2148番、2149番、2150
番、2151番、2177番、字愛宕山42番１、44番、
46番１、47番１、48番、50番１、52番１、52番
２、53番１、53番２、54番、55番、55番２、
57番、58番１、58番２、58番３、59番１、59番
２、59番３、59番４、字桑木原16番、17番、
18番、20番、20番２、21番、25番、26番、字桑
木畑27番、29番、29番２、30番１、30番２、字
権現山41番３、41番４、159番９、字狐峠1199
番１、1199番３、1199番４、1199番 22、1214
番３、1214番４、1215番２、1987番１、1987
番４、1987番５、1988番、1989番１、1989番
２、1989番３、1989番４、1990番、1991番１、
1991番３、1991番４、1991番５、1991番６、
1991番７、1991番13、字笹山31番１、31番２、
31番４、31番５、31番７、31番９、31番10、
31番11、31番13、31番14、31番15、31番16、
31番17、31番20、31番21、31番22、31番23、
31番24、31番25、31番26、31番27、31番30、31
番31、31番32、31番33、31番34、31番35、31番
36、31番37、31番38、31番39、31番40、字上タ
ヤ22番、24番、34番１、34番２、34番３、34番
４、34番５、34番６、36番１、36番３、36番
４、36番５、36番６、36番７、36番９、36番
11、37番１、38番１、38番３、38番４、38番
５、38番６、38番７、字上原136番25、字西山
1208番、1209番１、1209番２、1209番４、1209
番５、1209番６、1210番１、1210番４、1210
番６、1977番１、1977番２、1977番３、1977
番４、1978番１、1978番２、1980番１、1980
番２、1980番３、1980番４、1980番５、1980
番６、1981番１、1981番２、1981番３、1981
番４、1982番、1983番、1994番１、1994番２、

東京都港区南青山二丁目１番１号 本田技研工業株式会
社
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1994番３、1994番４、1994番５、1994番６、
1994番７、1995番、1996番、1997番１、1997番
２、1997番３、1998番１、1998番３、1998番
４、1998番５、1998番６、1999番、2000番１、
2001番、2002番１、2002番２、2002番５、2002
番６、2002番８、2002番 10、2002番 11、2002
番 12、2003番１、2003番２、2003番３、2003
番４、2004番、2004番３、2006番１、2006番
２、2006番３、2007番１、2007番２、2007番
４、2007番５、2007番６、2007番７、2007番
８、2007番９、2007番 10、2008番１、2008番
２、2008番３、2008番４、2008番５、2008番
６、2008番７、2008番８、2009番１、2009番
２、2009 番３、2010 番１、2011 番、2012 番、
2017番１、字西山野10番７、10番８、10番31、
10番48、10番49、10番50、10番51、10番52、
10番53、10番95、11番１、11番２、11番７、
11番８、11番９、11番10、11番11、11番12、
11番13、11番14、11番15、11番16、11番19、
11番20、11番21、11番24、11番25、11番26、
11番27、11番28、11番29、11番30、11番31、
11番32、11番33、11番34、11番35、11番36、
11番37、11番38、11番39、11番45、11番46、
11番47、11番50、11番51、11番52、11番53、
11番54、11番55、11番56、11番57、11番58、
12番１、12番２、12番３、12番６、12番７、
12番８、12番９、12番10、12番11、12番12、
12番13、12番14、12番15、12番16、12番17、
12番18、12番19、12番20、12番21、12番22、
12番23、12番24、12番25、12番26、12番27、
13番１、13番２、13番３、13番４、13番６、
13番７、13番８、13番９、13番10、13番11、
13番12、13番13、13番14、13番15、13番16、
13番17、13番18、13番19、13番20、13番21、14
番１、14番２、15番１、15番２、15番４、15
番５、15番６、15番７、15番８、字赤井ビ井
山28番、32番１、32番２、32番３、32番４、
32番５、32番12、32番14、32番15、32番16、
32番17、32番18、32番19、32番20、32番27、32
番28、32番33、字追越山２番５、２番８、２
番９、２番10、２番12、２番14、２番15、２
番17、２番18、２番19、２番20、２番21、２
番22、２番23、２番27、２番44、２番45、２
番46、２番47、２番48、２番49、２番50、２
番53、２番55、２番56、字湯泉山1200番５、
1200番６、1200番７、1200番８、1200番９、
1200番10、1200番11、1200番12、1200番13、
1200番14、1200番16、1200番24、1200番25、
1200番26、1200番27、1200番28、1200番29、
1200番30、1200番31、1200番32、1200番33、
1200番34、1200番35、1200番36、1200番37、
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1200番 52、1201番１、1201番２、1201番３、
1201番４、1201番５、1201番６、1201番７、
1201番８、1201番９、1201番 10、1201番 11、
1201番12、1201番13、1201番14、1201番15、
1201番16、1201番17、1201番18、1201番19、
1201番 21、1201番 23、1202番１、1202番５、
1202番６、1202番７、1202番９、1202番 10、
1202番11、1202番12、1202番13、1202番14、
1202番 15、1202番 16、1202番 17、2019番１、
2019番２、2020番、2021番、2022番１、2022番
２、2022番３、2022番４、2023番１、2023番
２、2023番３、2024番１、2024番２、2024番
３、2025番、2178番、字湯泉山前40番３、40
番４、40番17、161番12、161番13、1168番３、
1173番２、1173番５、2152番、2153番１、2174
番１、2175番、2176番、2179番、2180番、2181
番１、2204番２、2205番、2206番２、2207番
２、2208番３、2209番４、2210番、2211番３、
2212番３、2212番５、字入タヤ19番１、19番
３、字冨士山75番１、75番２、75番３、75番
４、75番５、75番６、75番７、76番１、76番
２、76番４、76番６、76番８、77番１、字裏
山60番１、60番２、60番３、60番４、60番５、
61番１、61番２、61番３、61番４、61番５、61
番６、61番７、61番８、61番９、61番10、61番
11、62番、62番５、63番、63番２、64番、66番
２、66番３、66番４、66番５、66番６、66番
７、66番８、66番９、66番10、67番、68番１、
68番２、68番３、68番４、68番５、68番６、
68番７、68番８、68番９、68番10、68番11、
68番12、68番13、68番14、68番15、68番16、68
番17、69番１、69番２、69番３、69番５、69番
６、69番７、69番８、73番１、73番２、73番
４、73番５、73番６、鷲宿字笹山3908番２、
3908番３、3908番５、3908番 10、3908番 11、
3908番13、3908番14、3908番19、3908番20、
3908番24、3908番37、3908番75、3908番77、
3908番78、3908番88、字七久保4192番２、4192
番19、4192番31、4192番32、4192番82、4192番
83、4192番 84、4192番 85、4192番 86、4192番
87、4192番 88、4192番 89、4192番 90、4192番
91、4192番92、4192番93、4192番160、4192番
161

（都市計画課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県収入証紙売りさばき場所の変更
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第10条の規定により、栃木県収入証紙売りさばき場所の
変更について、次のとおり届出があったので、同条例第14条の規定により公告する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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変 更 年 月 日 変更後の売りさばき場所 変更前の売りさばき場所 氏 名 又 は 名 称

平成30（2018）年
３月19日

真岡市荒町116-１ 真岡市荒町２-15-10 栃木県食品衛生協会真岡支
部

平成30（2018）年
４月２日

（廃止） 那須烏山市中央１-６-92
栃木県南那須庁舎売店

栃木県職員生活協同組合

───────────────────────────────────────────────
　　　○栃木県収入証紙売りさばきの廃止
　栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県条例第46号）第11条の規定により、栃木県収入証紙売りさばきの廃止
について、次のとおり届出があったので、同条例第14条の規定により公告する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

廃 止 年 月 日 氏 名 又 は 名 称 売 り さ ば き 場 所

平成30（2018）年
５月２日

一般社団法人栃木県警備業協会 宇都宮市昭和３-２-８
しもつけ会館１階

（会計局会計管理課）　
───────────────────────────────────────────────

収 用 委 員 会
　　　◯裁決手続開始決定の公告
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、次のとおり、収用又は使用の裁決手続の開
始を決定したので公告する。
　　平成30（2018）年５月７日

栃木県収用委員会会長　　竹　　澤　　一　　郎　　
１　起業者の名称
宇都宮市

２　事業の種類
市道5340号線新設工事（栃木県宇都宮市上籠谷町字大久保地内）

３　裁決手続開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等

裁 決 手 続 の 開 始 を 決 定 し た 土 地

所在 地番 公簿
地目

現況
地目

公簿面積
（㎡）

実測面積
（㎡）

収用しよう
とする面積

（㎡）

使用しよう
とする面積

（㎡）

使用方法及び期間

方 法 期 間

栃木県宇都
宮市上籠谷
町字大久保

５番 山林 山林 4,102 5,898.22 4,340.64 361.12 法面整形工
事及び水路
設置工事に
おいて、工
事用車両が
通行する必
要があるた
め、工事用
道路として
一時的に使
用する

権利取得
の時期か
ら２年間

４　土地所有者の氏名及び住所並びに土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

土 地 所 有 者 土地に関して権利を有する関係人

氏 名 住 所 氏 名 住 所 権 利 の 種 類

大塚能男 栃木県宇都宮市上籠谷町185番地 なし

５　裁決手続の開始を決定した年月日
平成30（2018）年４月25日

───────────────────────────────────────────────

正 誤

発 行 番 号 ペ ー ジ 行 正 誤

第2967号 141 10 字中上野280-７まで 字中宇和野280-１地先まで

第2977号 327 下から13 國井　 雄 國井　芳雄

───────────────────────────────────────────────


